
 

 

 

 

 

 

 

大阪大学 大学祭企画参加規約 
  



 

第１条（大学祭） 

 大阪大学大学祭中 実 委員会（以下本会という）の のもと、大阪大学（以下本学とい

う）のキャンパス内で実施される『いちょう祭・まちかね祭』を本学の大学祭（以下本祭と

いう）とする。 

 

 

第２条（参加資格） 

本祭には、本学の学生及び教職員が責任者を務める団体（以下企画団体という）のみが企画

を う資格を有する。 し、本祭に参加する際には本会の指定する本祭に必要な作業に参加

しなければならない。 

 

 

第３条（企画の区分） 

 本会が統括する企画には以下の区分を設ける。 

1. 館内企画 実 委員が定める教室で われる企画を指す。 

2. 模擬店企画 実践センター講義棟前歩道（通称：メインストリート）及びその周辺区

にテントを設 し、そこで われる企画を指す。 

3. ステージ企画 本会で設 、 するステージで われる企画を指す。ステージ企画

を う際、本会で定める手続きを経た上で、 約を す。企画 間は参加団体の

を取り、本会で調整する。 

4. その他企画 上記 3 項目のどれにも属さない企画を指す。主な企画場所としては実践

センターA 棟 B 棟間廊下やピロティ、 棟前 場などがある。 

 

  



 

第４条（参加登録及び取消） 

1. 企画団体は本会が う本祭への参加登録手続きの をも ては めて大学祭におい

て企画を うことが認められる。 

2. 企画団体は参加登録手続きにおいて正副各 1 人ずつの企画責任者を定めなければなら

ない。また、 なる団体の責任者を 任することはできない。 

3. 館内・ステージ・その他企画は 2 人以上、模擬店企画は６人以上で本祭に参加しなけ

ればならない。これは本会の指定する作業に必要な最低人数である。 

4. 正副責任者、又はそのいずれかから委任を受けた者は、いずれか 1 人が代議員として、

本会主催の総会への参加義務及び総会における議決権を有する。 

5. 本会が求めた場合、企画団体は参加登録 に企画内 を記した企画書を提出する

義務がある。 し、 外としてステージ企画の企画団体は、PA 表を企画書のかわりに

提出することとする。 

6. の団体が 数の 義で参加登録を うことは禁止とする。 

7. 企画団体は本会の定める手続きを経て、企画を辞退することが可能である。 

 

 

第５条（食品の取扱） 

1. 食品を取り扱う際には事前に本会に申請し、許可を受けなければならない。また、調

をする際には本会及び 所の指 に い、 の注意を て わなければなら

ない。 

2. 申請していない食品、許可の出ていない食品を取り扱うことは禁止とする。 

 

 

第６条（外部企業について） 

大学祭は学生主体で うものであり、 企業 は るものとする。企業 を う場合

は、大学側の許可を得た上で以下の項目を守らなければならない。 

1. 外部企業と提 した企画を う場合、企業から を受けた で本会に し、企

画書を提出すること。 

2. 場 など が 場合、本祭 に決 を わなければならない。 

3. メインストリートにおける企業の 業 は 則として禁止する。 

 

  



 

第７条（注意事項及び禁止事項） 

 企画団体は以下の注意事項を守らなければならない。 

1. 企画で する場所、 する 品は に ・ し、 ・ した場合には

相当額を弁償しなければならない。 

2. 本祭 間中に事 またはト を こしたときには、その責任の を う。 

 

また、本会は企画団体に対し以下の を禁ずる。 

3. 企画書の 外の  

4. 割り当てテント外でのパ ー ンス、 な 、場所の 有を う (模擬店団

体) 

5. の 要、セ などの他者に が及  

6. 教 及び な を う  

7. 所、 などの 人 を う  

8. 登録手続きを わず、本会の許可な 本祭 間中に本祭会場で企画を う  

9. 本祭 間中の大学 内での 会  

10. 総会で される資 にて定められる規定に違反する  

11. 本祭に対し し となる  

12. その他、総会または本祭 間中に われた本会の指 に反する  

 

 

第 条（違反 に対する 分） 

本規約で定めた規則に違反したと本会が認めた場合、企画団体に対し企画の改善の要求、

企画自体の中止及び次回以 の本祭への参加を するなどの 分を る。 

 

 

附則 本規約は平成 23 に われるまちかね祭第 1 回総会 り施 される。また、改 の決定は本

会が う。 

 

 


